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(57)【要約】
【課題】超音波診断装置を利用した診断の再現性をさら
に高める。
【解決手段】基準データ登録部３２は、診断のための基
準データとして、被検体の基準部位に関する基準画像と
、その基準画像が形成された際の基準座標系におけるプ
ローブ１０の座標データを登録する。調整データ取得部
３４は、基準データが登録された後の診断において形成
される基準部位に関する超音波画像である調整画像と、
その調整画像が形成された際の診断座標系におけるプロ
ーブ１０の座標データを取得する。座標補正部３６は、
基準画像と調整画像が互いに一致すると判断された場合
における、基準画像に対応した座標データと調整画像に
対応した座標データとの比較に基づいて、基準座標系と
診断座標系との間のずれを補正する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受波するプローブと、
　前記プローブを介して被検体から得られる受信信号に基づいて超音波画像を形成する画
像形成部と、
　空間内における前記プローブの配置状態に関する計測結果に基づいて前記プローブの座
標データを得る座標データ取得部と、
　診断のための基準データとして、被検体の基準部位に関する超音波画像である基準画像
と、その基準画像が形成された際の基準座標系における前記プローブの座標データと、を
登録する基準データ登録部と、
　前記基準データが登録された後の診断において形成される、前記基準部位に関する超音
波画像である調整画像と、その調整画像が形成された際の診断座標系における前記プロー
ブの座標データと、を取得する調整データ取得部と、
　前記基準画像と前記調整画像が互いに一致すると判断された場合における、前記基準画
像に対応した座標データと前記調整画像に対応した座標データとの比較に基づいて、前記
基準座標系と前記診断座標系との間のずれを補正する座標補正部と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記被検体の形態を示すボディマークを形成するボディマーク形成部と、
　前記座標データに基づいて前記ボディマーク上に前記プローブの配置状態を示すプロー
ブマークを形成するプローブマーク形成部と、
　をさらに有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断装置において、
　前記プローブマーク形成部は、前記基準画像が形成された際の座標データに対応した基
準プローブマークと、前記プローブの動きに応じて刻々と変化する座標データに対応した
現プローブマークと、を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置において、
　前記基準データ登録部は、前記基準データとして、前記被検体の診断対象となる部位に
関する超音波画像である診断対象画像と、その診断対象画像が形成された際の基準座標系
における前記プローブの座標データと、をさらに登録し、
　前記プローブマーク形成部は、前記座標補正部による前記補正を反映させつつ、前記診
断対象画像が形成された際の座標データに対応した対象プローブマークと前記現プローブ
マークを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の超音波診断装置において、
　前記プローブマーク形成部は、前記対象プローブマークの座標データと前記現プローブ
マークの座標データとの間における一致の程度に応じて、前記現プローブマークの表示態
様を変化させる、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記座標データ取得部は、三次元空間内における前記プローブの位置と方向の計測結果
に基づいて、前記座標データとして前記プローブの位置データと方向データを取得する、
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　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記基準画像と前記調整画像を目視で比較する検査者によって当該両画像の一致が判断
される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検査者の操作を支援する超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　検査者の操作を支援する超音波診断装置として、例えば、超音波画像を表示する際に、
被検者の体をイメージしたボディマークと、超音波のプローブをイメージしたプローブマ
ークを表示する機能を備えた装置が知られている（例えば、特許文献１，２参照）。
【０００３】
　プローブマークは、実際のプローブについて計測されるそのプローブの位置や方向（姿
勢）に基づいてボディマーク上に表示される。そして、ボディマーク上に表示されるプロ
ーブマークの位置や方向から、実際のプローブの位置や方向が確認される。これにより、
例えば、過去の診断におけるプローブマークを記憶させておき、後の診断においてそのプ
ローブマークを参照することで、過去における診断の際のプローブの位置と方向を後の診
断において再現することなどを可能にしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１１８１４２号公報
【特許文献２】特開２００５－１２４７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　診断の再現性を高めるためには、例えば、プローブの位置や方向を高い精度で再現させ
ることが望ましい。上記特許文献１，２に記載された技術により、極めて高い精度でプロ
ーブの位置や方向（姿勢）を再現することができる。
【０００６】
　本願の発明者は、上記特許文献１，２に記載された技術を鑑みつつ、さらに診断の再現
性を高める技術について研究開発を重ねてきた。
【０００７】
　本発明は、その研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、超音波診断
装置を利用した診断の再現性をさらに高めることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様である超音波診断装置は、超音波を送
受波するプローブと、前記プローブを介して被検体から得られる受信信号に基づいて超音
波画像を形成する画像形成部と、空間内における前記プローブの配置状態に関する計測結
果に基づいて前記プローブの座標データを得る座標データ取得部と、診断のための基準デ
ータとして、被検体の基準部位に関する超音波画像である基準画像と、その基準画像が形
成された際の基準座標系における前記プローブの座標データと、を登録する基準データ登
録部と、前記基準データが登録された後の診断において形成される、前記基準部位に関す
る超音波画像である調整画像と、その調整画像が形成された際の診断座標系における前記
プローブの座標データと、を取得する調整データ取得部と、前記基準画像と前記調整画像
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が互いに一致すると判断された場合における、前記基準画像に対応した座標データと前記
調整画像に対応した座標データとの比較に基づいて、前記基準座標系と前記診断座標系と
の間のずれを補正する座標補正部と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　上記態様によれば、基準画像に対応した座標データと調整画像に対応した座標データと
の比較に基づいて基準座標系と診断座標系との間のずれが補正されるため、例えば、先に
実施された基準座標系における診断を後に実施される診断座標系において高い精度で再現
することが可能になる。ちなみに、基準座標系と診断座標系の両座標系についてキャリブ
レーション（例えば特許文献２の第００３４段落参照）を実施することにより診断の再現
性を高めることができるものの、そのキャリブレーションに加えて上記補正を実施するこ
とにより、再現性をさらに高めることが可能になる。
【００１０】
　望ましい態様において、前記超音波診断装置は、前記被検体の形態を示すボディマーク
を形成するボディマーク形成部と、前記座標データに基づいて前記ボディマーク上に前記
プローブの配置状態を示すプローブマークを形成するプローブマーク形成部と、をさらに
有することを特徴とする。
【００１１】
　望ましい態様において、前記プローブマーク形成部は、前記基準画像が形成された際の
座標データに対応した基準プローブマークと、前記プローブの動きに応じて刻々と変化す
る座標データに対応した現プローブマークと、を形成することを特徴とする。
【００１２】
　望ましい態様において、前記基準データ登録部は、前記基準データとして、前記被検体
の診断対象となる部位に関する超音波画像である診断対象画像と、その診断対象画像が形
成された際の基準座標系における前記プローブの座標データと、をさらに登録し、前記プ
ローブマーク形成部は、前記座標補正部による前記補正を反映させつつ、前記診断対象画
像が形成された際の座標データに対応した対象プローブマークと前記現プローブマークを
形成することを特徴とする。
【００１３】
　望ましい態様において、前記プローブマーク形成部は、前記対象プローブマークの座標
データと前記現プローブマークの座標データとの間における一致の程度に応じて、前記現
プローブマークの表示態様を変化させることを特徴とする。
【００１４】
　望ましい態様において、前記座標データ取得部は、三次元空間内における前記プローブ
の位置と方向の計測結果に基づいて、前記座標データとして前記プローブの位置データと
方向データを取得することを特徴とする。
【００１５】
　望ましい態様において、前記基準画像と前記調整画像を目視で比較する検査者によって
当該両画像の一致が判断されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、超音波診断装置を利用した診断の再現性をさらに高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】表示画面の一例を示す図である。
【図３】本実施形態における診断の再現を説明するためのフローチャートである。
【図４】基準画像に等しい超音波画像の探索を説明するための図である。
【図５】診断対象部位の探索と診断の再現を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　図１には、本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態が示されており、図１はその
全体構成を示すブロック図である。この超音波診断装置は、後に詳述するように、ユーザ
（検査者）によるプローブの操作を支援するために、参照イメージを表示する機能、ガイ
ダンス表示を行う機能などを有する。
【００１９】
　プローブ１０は、超音波の送受波を行う超音波探触子である。このプローブ１０は、図
１に示す例において、複数の振動素子からなるアレイ振動子を有している。そのアレイ振
動子によって超音波ビームが形成され、さらに、その超音波ビームが電子走査されること
により走査面Ｓが形成される。電子走査方式としては電子セクタ走査、電子リニア走査な
どをあげることができる。なお、プローブ１０がいわゆる２Ｄアレイ振動子を有し、三次
元データ取込空間が構成されてもよい。
【００２０】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、プローブ１０の座標を計測する手段として、磁場
の発生器２４、磁気の検出器２２および座標演算部２０を有している。発生器２４は、例
えば、被検者が載置されるベッド（図示せず）などにおける所定の固定場所に固定設置さ
れている。一方、検出器２２は、図１に示す例においてプローブ１０に設けられており、
具体的にはプローブ１０における樹脂製のケース内に収納配置されている。発生器２４お
よび検出器２２としては、プローブ１０の三次元の位置と姿勢（方向）を計測できる限り
において、各種のものを用いることができる。例えば、発生器２４としては、直交する三
軸に対応した時分割動作する３つの磁場発生用コイルを有するものが用いられ、検出器２
２としては、上記に対応して直交する三軸に対応した３つの磁場検出用コイルを有するも
のが用いられる。座標演算部２０においては、磁気の検出器２２から出力される各コイル
の出力信号に基づいて、プローブ１０の空間的な位置座標（x，y，z）およびプローブ１
０についての各軸回りの回転角度（α，β，γ）を演算する。このような座標計測は公知
技術である。なお、各座標成分の定義は上記以外であってもよい。
【００２１】
　プローブ１０は、装置本体に対してケーブルを介して接続される。すなわちプローブ１
０は本実施形態において可搬型であり、一般的には、被検体の体表面上に当接して用いら
れる。もちろん、プローブ１０として、体腔内に挿入されるものが用いられてもよい。
【００２２】
　次に、装置本体が有する構成について説明する。送受信部１２は、プローブ１０に対し
て複数の振動素子に対応した送信信号を出力して超音波の送信ビームを形成する送信ビー
ムフォーマとして機能する。さらに、送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動
素子から受信信号を得て超音波の受信ビームに対応した受信ビーム信号を形成する受信ビ
ームフォーマとして機能する。
【００２３】
　画像形成部１４は、送受信部１２から得られる受信ビーム信号に基づいて、生体イメー
ジとしての超音波画像を構成する。画像形成部１４は、例えばデジタルスキャンコンバー
タ（ＤＳＣ）などを含んでおり、二次元の超音波画像（Ｂモード画像）の画像データを形
成する。もちろん、三次元の超音波画像が構成されてもよいし、あるいはＭモードやＤモ
ード画像などが構成されてもよい。
【００２４】
　表示処理部１６は、画像形成部１４から出力される画像データ（生体イメージ）と、後
述する参照イメージとしてのグラフィックデータとを合成し、その合成後の画像を表す表
示画像データを出力する。その表示画像データは表示部１８に送られ、表示部１８上には
生体イメージとグラフィックイメージとが合成された表示画像が表示される。
【００２５】
　参照イメージは、ボディマークとプローブマークとを含んでおり、ボディマークはボデ
ィマーク形成部５２において形成され、プローブマークはプローブマーク形成部５４にお
いて形成される。
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【００２６】
　図２は、表示画面６４の一例を示す図である。その画面内には生体イメージ（超音波画
像）６６と、参照イメージ（グラフィック画像）６８とが示されている。参照イメージ６
８は、ボディマーク７０とプローブマーク７２を含むものであり、それらのマークは三次
元イメージとして表現されている。
【００２７】
　ボディマーク７０は、被検体の形態を示したグラフィックイメージであり、図２に示す
ように被検体の胸部に対応したイメージである。なお、ボディマーク７０として、例えば
被検体の胴部全体、腹部、足などを表現した複数種類のイメージを形成しておき、予め形
成された複数種のイメージの中から、診断の種類に応じて適切なイメージがボディマーク
７０として選択されてもよい。もちろん、子宮や肝臓や頚動脈などの組織を表現したボデ
ィマーク７０を形成してもよい。
【００２８】
　プローブマーク７２は、ボディマーク７０上において、実際のプローブの位置や方向（
姿勢）を示すイメージである。例えば、リアルタイム画像表示時においては、生体表面上
において実際にプローブを移動させると、それに伴ってボディマーク７０上においてプロ
ーブマーク７２も移動することになる。これにより、被検体のどの部位をどのような角度
から診断したかを直感的に認識できる。さらに、本実施形態においては、後に詳述するよ
うに、ボディマーク７０とプローブマーク７２を含んだ表示画面６４が、診断の再現性を
高める支援画像として機能する。
【００２９】
　図１に戻り、制御部３０は、ソフトウエアによって動作するＣＰＵによって構成されて
いる。この制御部３０は図１に示される各構成の動作制御を行っており、特に、ボディマ
ーク形成部５２とプローブマーク形成部５４に対して、グラフィックの生成条件等を与え
ている。
【００３０】
　制御部３０は、基準データ登録部３２と調整データ取得部３４と座標補正部３６を備え
ており、過去の診断と現在の診断との間の再現性を高めるための支援機能を実現する。制
御部３０は、例えばハードディスクやメモリなどの記憶デバイスで構成される記憶部４２
を利用してデータの記憶と読み出しを行う。また、制御部３０は、タッチパネルや各種ス
イッチなどで構成された操作デバイス４４を介して入力されるユーザ（検査者）からの操
作に応じて動作する。
【００３１】
　そこで、以下において、図１の超音波診断装置の動作、特に診断の再現性を支援する機
能について説明する。なお、既に図１に示した構成（部分）については、以下の説明にお
いて図１の符号を利用する。
【００３２】
　図３は、本実施形態における診断の再現を説明するためのフローチャートである。図３
には、検査者Ａが実施する基準となる診断に関するフローチャートと、検査者Ｂが実施す
る診断の再現に関するフローチャートが示されている。検査者Ａは、例えばベテランの医
師等であり、検査者Ｂは、例えばそのベテランの医師等の指導を受ける新米の医師等であ
る。
【００３３】
　まず、基準となる診断において、プローブ１０の座標計測に関するキャリブレーション
が実行される（Ｓ３０１Ａ）。すなわち、被検体におけるスケールやサイズとボディマー
クにおけるスケールやサイズとを対応付ける（整合させる）ために超音波診断に先立って
キャリブレーションが実行される。
【００３４】
　キャリブレーションには、例えば、特許文献１，２等に記載された公知の手法が利用さ
れる。つまり、被検体上において定義される複数のキャリブレーション用特定位置に対し
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てプローブ１０における送受波面中心を当接させ、その時の座標データを得ることによっ
て実際の被検体におけるサイズやスケールなどを認識でき、これによって被検体を基準と
した座標系を定義することが可能となる。もちろん、そのようなキャリブレーションを行
うことなく、ボディマークやプローブマークを生成するようにしてもよい。例えば、被検
者についての過去の座標系と現在の座標系が実質的に同一とみなせるような場合には、上
記のようなキャリブレーションを省略することも可能である。上記のようなキャリブレー
ションが実行された場合、そのキャリブレーション結果が制御部３０から座標演算部２０
へ渡され、座標演算部２０は、検出器２２の出力信号に基づき、キャリブレーションによ
って定義された座標系（被検者を基準とする座標系）における座標を演算する。
【００３５】
　キャリブレーションが終了すると、生体イメージと共に、ボディマークとプローブマー
クが表示される（Ｓ３０２Ａ）。例えば、制御部３０により診断モードに応じたイメージ
が適宜選択され、ボディマーク形成部５２が制御部３０の指示に応じたボディマークを形
成する。もちろん、検査者Ａによりボディマークの種類が選択されてもよい。さらに、座
標演算部２０を介して得られる座標データに基づいて、制御部３０がプローブマーク形成
部５４を適宜制御することにより、現在のプローブ１０の位置と方向（姿勢）に応じたプ
ローブマークがボディマーク上に表示される。
【００３６】
　ボディマークとプローブマークが表示されると、検査者Ａにより、基準画像と座標デー
タが登録される（Ｓ３０３Ａ）。基準画像は、検査者Ｂによる後の診断において座標の補
正に利用される画像であり、視覚的に識別し易い部位に関する画像が基準画像とされる。
例えば門脈を映し出した画像が基準画像とされる。さらに、基準データ登録部３２により
、その基準画像を形成した際のプローブ１０の座標データが基準画像に対応付けられ、基
準画像とそれに対応する座標データが記憶部４２に記憶される。
【００３７】
　なお、診断の種類に応じて、基準画像と座標データの組を複数組に亘って記憶するよう
にしてもよいし、さらに、複数の被検者について各被検者ごとに基準画像と座標データの
複数の組を記憶するようにしてもよい。基準画像とそれに対応する座標データは、後の検
査者Ｂによる診断において利用されるが、検査者Ｂは、例えば、被検者名や診断名を検索
のキーワードとして、複数の組の中から適切な基準画像と座標データを検索すればよい。
【００３８】
　基準画像と座標データが登録されると、検査者Ａにより、診断対象画像と座標データが
登録される（Ｓ３０４Ａ）。つまり、診断の対象とされる部位の画像が診断対象画像とさ
れ、その診断対象画像を形成した際のプローブ１０の座標データが診断対象画像に対応付
けられ、診断対象画像とそれに対応する座標データが記憶部４２に記憶される。もちろん
、この診断対象画像を利用して検査者Ａにより被検体の診断が行われても良い。
【００３９】
　ちなみに、後の検査者Ｂによる診断において、この診断対象画像と同じ画像が形成され
て診断が再現される。なお、基準画像の場合と同様に、診断の種類に応じて、診断対象画
像と座標データの組を複数組に亘って記憶するようにしてもよいし、さらに、複数の被検
者について各被検者ごとに診断対象画像と座標データの複数の組を記憶するようにしても
よい。また、基準画像とそれに対応する診断対象画像とを対応付けて記憶しておくことが
望ましい。もちろん、１つの基準画像（座標データ付き）に対して、同一の被検体に関す
る複数の診断対象画像（座標データ付き）が対応付けられてもよい。
【００４０】
　検査者Ａによる基準となる診断が終了すると、例えば後日に、基準となる診断と同じ被
検者（被検体）に対して同じ診断が検査者Ｂにより再現される。
【００４１】
　診断の再現にあたって、まず、プローブ１０の座標計測に関するキャリブレーションが
実行される（Ｓ３０１Ｂ）。つまり、被検体の位置や発生器２４の位置などが、検査者Ａ
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による診断時からずれることを考慮して、Ｓ３０１Ａにおける処理と同様なキャリブレー
ションが実行される。これによって被検体を基準とした座標系を再び定義することが可能
となる。
【００４２】
　Ｓ３０１Ａにおいて利用される複数のキャリブレーション用特定位置と、Ｓ３０１Ｂに
おいて利用される複数のキャリブレーション用特定位置とを互いに一致させておくことに
より、Ｓ３０１Ａにおいて定義された座標系（基準座標系）とＳ３０１Ｂにおいて定義さ
れる座標系（診断座標系）とを互いに一致させることができる。そのため、２回のキャリ
ブレーションにより、後に説明する診断の再現性を高めることができる。しかし、本実施
形態においては、基準画像を利用した補正を行うことにより、診断の再現性をさらに高め
ている。
【００４３】
　キャリブレーションが終了すると、生体イメージと共に、ボディマークと現プローブマ
ークが表示される（Ｓ３０２Ｂ）。つまり、Ｓ３０２Ａにおけるボディマークと同じボデ
ィマークが表示され、さらに、座標演算部２０を介して得られる座標データに基づいて、
制御部３０がプローブマーク形成部５４を適宜制御することにより、現在のプローブ１０
の位置と方向（姿勢）に応じた現プローブマークがボディマーク上に表示される。
【００４４】
　さらに、基準画像と基準プローブマークが表示される（Ｓ３０３Ｂ）。基準画像は、例
えば、現在の生体イメージ（現在の超音波画像）と並べて表示される。あるいは、検査者
Ｂの操作等に応じて、現在の生体イメージと基準画像とを切り替えて表示するようにして
もよい。基準プローブマークは、Ｓ３０３Ａにおいて登録された座標データに基づいて、
ボディマーク上に表示される。基準プローブマークは、現プローブマークと共にボディマ
ーク上に表示されることが望ましい。基準プローブマークと現プローブマークは、表示態
様（例えば色や形など）を互いに異ならせることが望ましい。
【００４５】
　基準画像と基準プローブマークが表示されると、検査者Ｂにより、基準画像に等しい超
音波画像が探索される（Ｓ３０４Ｂ）。
【００４６】
　図４は、基準画像に等しい超音波画像の探索を説明するための図である。図４には、そ
の探索において利用されるボディマーク７０と基準プローブマーク７２Ｂと現プローブマ
ーク７２Ｒが図示されている。
【００４７】
　基準プローブマーク７２Ｂは、検査者Ａが基準画像を形成した際のプローブ１０の位置
と方向（姿勢）を示している。そのため、検査者Ｂは、基準プローブマーク７２Ｂの位置
と方向を参考として、プローブ１０の位置と方向を決定する。つまり、現プローブマーク
７２Ｒが基準プローブマーク７２Ｂに重なるようにプローブ１０を操作する。そして、現
プローブマーク７２Ｒが基準プローブマーク７２Ｂに完全に重なる位置と方向の周辺にお
いて、例えば表示部１８に映し出された基準画像と現在の超音波画像とを比較しつつ、プ
ローブ１０の位置と方向を調整して、基準画像に等しい超音波画像を探索する。
【００４８】
　なお、現プローブマーク７２Ｒと基準プローブマーク７２Ｂは、視覚的に識別できるよ
うに、互いに表示態様を異ならせることが望ましい。例えば、現プローブマーク７２Ｒを
灰色で表示し、基準プローブマーク７２Ｂを赤色で表示する。また、図４に示すように、
基準プローブマーク７２Ｂを破線で表示し、現プローブマーク７２Ｒを実線で表示するこ
とにより、表示態様を異ならせてもよい。
【００４９】
　図３に戻り、基準画像に等しい超音波画像が探索されると、例えば検査者Ｂにより決定
操作が成され、調整データ取得部３４がその超音波画像とそれに対応した座標データを取
得すると、座標補正部３６により座標の補正が行われる（Ｓ３０５Ｂ）。
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【００５０】
　座標補正部３６は、Ｓ３０３Ａにおいて得られた基準画像に関する座標データとＳ３０
４Ｂにおいて得られた超音波画像に関する座標データとを比較し、２つの座標データの差
に基づいて、Ｓ３０１Ａにおいて定義された基準座標系とＳ３０１Ｂにおいて定義された
診断座標系のずれを補正する。例えば、２つの座標データの差分だけ、２つの座標系の一
方が移動され、基準座標系と診断座標系が互いに一致するように補正される。この補正に
より、例えば、Ｓ３０１ＡとＳ３０１Ｂの２回のキャリブレーションを行ったにも関わら
ず、基準座標系と診断座標系がずれている場合においても、基準画像を介して、そのずれ
が修正される。
【００５１】
　座標の補正が行われると、診断対象画像と対象プローブマークが表示される（Ｓ３０６
Ｂ）。診断対象画像は、例えば、現在の生体イメージ（現在の超音波画像）と並べて表示
される。あるいは、検査者Ｂの操作等に応じて、現在の生体イメージと診断対象画像とを
切り替えて表示するようにしてもよい。対象プローブマークは、Ｓ３０４Ａにおいて登録
された座標データに基づいて、さらに、Ｓ３０５Ｂにおける補正を反映させつつ、ボディ
マーク上に表示される。例えば、Ｓ３０４Ａにおいて基準座標系で登録された座標データ
が、Ｓ３０５Ｂにおける２つの座標データの差分に基づいて修正され、その修正された座
標データがＳ３０１Ｂにおいて定義された診断座標系で利用される。
【００５２】
　なお、対象プローブマークは、現プローブマークと共にボディマーク上に表示されるこ
とが望ましい。対象プローブマークと現プローブマークは、表示態様（例えば色や形など
）を互いに異ならせることが望ましい。
【００５３】
　診断対象画像と対象プローブマークが表示されると、検査者Ｂにより、診断対象部位が
探索され（Ｓ３０７Ｂ）、そして、診断対象部位の診断が再現される（Ｓ３０８Ｂ）。
【００５４】
　図５は、診断対象部位の探索と診断の再現を説明するための図である。図５には、その
探索において利用されるボディマーク７０と対象プローブマーク７２Ｔと現プローブマー
ク７２Ｒが図示されている。
【００５５】
　対象プローブマーク７２Ｔは、検査者Ａが診断対象画像を形成した際のプローブ１０の
位置と方向（姿勢）を示している。そのため、検査者Ｂは、対象プローブマーク７２Ｔの
位置と方向を参考として、プローブ１０の位置と方向を決定する。つまり、現プローブマ
ーク７２Ｒが対象プローブマーク７２Ｔに重なるように、プローブ１０の位置と方向を調
整して超音波画像を形成する。
【００５６】
　図３のＳ３０１ＡとＳ３０１Ｂの２回のキャリブレーションとＳ３０５Ｂにおける補正
を経て、対象プローブマーク７２Ｔの位置と方向が決定されているため、対象プローブマ
ーク７２Ｔと現プローブマーク７２Ｒが重なるようにプローブ１０を操作することにより
、図３のＳ３０４Ａにおいて検査者Ａにより形成された診断対象画像と同じ画像を再現す
ることが可能になる。
【００５７】
　なお、現プローブマーク７２Ｒと対象プローブマーク７２Ｔは、視覚的に識別できるよ
うに、互いに表示態様を異ならせることが望ましい。例えば、現プローブマーク７２Ｒを
灰色で表示し、対象プローブマーク７２Ｔを緑色で表示する。また、図５に示すように、
対象プローブマーク７２Ｔを破線で表示し、現プローブマーク７２Ｒを実線で表示するこ
とにより、表示態様を異ならせてもよい。
【００５８】
　さらに、対象プローブマーク７２Ｔの座標データと、現プローブマーク７２Ｒの座標デ
ータとの間における一致の程度に応じて、現プローブマーク７２Ｒの表示態様を変化させ
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るようにしてもよい。例えば、対象プローブマーク７２Ｔから離れている場合に、現プロ
ーブマーク７２Ｒを灰色のままとし、対象プローブマーク７２Ｔに近い状態の場合に、現
プローブマーク７２Ｒを黄色に変化させる。また、対象プローブマーク７２Ｔと現プロー
ブマーク７２Ｒが一致した場合に、その一致を知らせる表示態様を実現してもよい。
【００５９】
　以上のように、本実施形態においては、基準画像を利用して補正を行っているため、検
査者Ａが形成した診断対象画像を検査者Ｂが高い精度で再現でき、延いては、診断そのも
のの再現性を高めることが可能になる。
【００６０】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００６１】
　２０　座標演算部、３２　基準データ登録部、３４　調整データ取得部、３６　座標補
正部、５２　ボディマーク形成部、５４　プローブマーク形成部。

【図１】 【図２】
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【図５】
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标校正部分36基于对应于参考图像的坐标数据与对应于调整图像的坐标
数据的比较来校正参考坐标系和诊断坐标系之间的偏差。图像相互匹
配。 Ž
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